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後発医薬品採用に関する確認

現行採用している先発医薬品を後発医薬品に変更する場合の後発医薬品採用手順を下記要領で実施する。

1. 対象先発医薬品の選択

　　　医師からの提案、薬事委員会での採用薬品の見直し、薬剤部からの提案等により後発医薬品に変更可能な医薬品をリストアップする。対象医薬品を医局会に資料として提案し、薬事委員会の審議を経て後発医薬品変更対象医薬品とする。

2. 後発医薬品の選択

　　　別紙のチェックリストにより、メーカーに資料の提出を求め、薬剤部にて先発医薬品との同等性、安全性、安定供給等を考慮して候補の絞込み（概ね3～5剤）を行う。

3. 後発医薬品の採用決定

2で絞込みを行った後発医薬品を対象に、一品目毎に入札を行い、最安値で決定
する。同金額の場合は先発品を扱っている卸あるいは卸ごとの取引金額のバラン
スを考慮して決定する。
4. 採用決定後の取り扱い

入札にて採用決定した後発医薬品の納入卸及び納入価格は、次回の薬価改正日の前日まで有効とする。
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